
 

 

令和 3 年度 労働環境モニタリング実施結果について 

１ 目的 

指定管理者導入施設（以下「指定管理施設」という。）における利用者の安全・安心 

の確保をはじめ、区民（利用者）サービス維持・向上の観点から、指定管理施設職員の 

労働環境について確認し、安定的に区民サービスを提供するための環境が整っているこ 

とを確認するとともに、必要に応じて指定管理者に指導・助言することにより、より良 

い区民サービスを提供できる労働環境を整備することを目的に、労働環境モニタリング 

を実施した。 

 

２ 対象施設 

 施設名 指定管理者名 

１ 

 

中小企業センター及び 

勤労福祉会館 

株式会社 コンベンションリンケージ 

 

３ 実施期間 

令和 3 年 12 月から令和 4 年 2 月まで 

 

４ 調査の視点 

（１）雇用契約と協定等 

雇用契約、就業規則等は適正な内容になっているか。 

３６協定をはじめ、労使協定は適正か。 

（２）労働時間 

時間管理の手法や残業時間の集計方法は適正か。 

休暇、休日も取得状況や管理は適正か。 

（３）給与計算 

賃金控除協定は締結されているか。 

賃金台帳等から適正な計算、支払が行われているか。 

（４）各種保険手続き 

労働保険、社会保険等の加入状況。 

手続きの時期は適正か。 

（５）法定帳簿等の整備 

労働者名簿、賃金台帳、出勤簿、労働条件通知書等が整備されているか。 

（６）安全衛生関係 

健康診断の実施、産業医の選任、業務災害への対策の状況は適正か。 

（７）その他必要な事項 

 

５ 調査方法等 

上記４の視点に基づき、下記の調査を行い、改善の指示・確認を行った。 

（１）書類審査 

ア 就業規則、賃金規定等の規定類の整備状況、内容の審査 

イ 規定類が実態として機能し、労働者の労働条件が確保されているかを確認する 

ための帳簿書類等の審査 

（２）現地調査・職員ヒアリング 



 

 

職場環境の整備状況の確認、指定管理施設責任者及び複数の従業員へのヒアリング 

を行った。 

（３）改善の指示、確認 

調査結果の内容を踏まえ、指定管理者へ改善の指示を行い、改善の確認を行った。 

６ 主な指摘事項及び改善内容の概要 

労働環境モニタリングを実施した結果、主な指摘事項、意見・要望事項は以下のとお 

りである。 

 

指摘事項 改善内容 

【法定 3 帳簿の整備】 

終業時刻の正確な時刻が 、打刻から は 確

認できません。又、賃金台帳の記載 も 十 

分ではなく 、仮に出勤簿に時刻か時間が書

かれていたとしても、 終業 時刻が不正確 

である以上、正しい勤怠管理 及び、賃金計

算ができているとは言い切れません。 

ゆえに、法定 3 帳簿の整備と、運用につき

ましては是正が必要と考えます。 

賃金台帳については、令和４年３月 11 日に

て報告したとおり既に整備されておりま

す。 

 

【就業規則の整備】 

就業規則の 記載 に表記ミスが散見されま

す。 就業規則は雇用主と従業員間の重要 

な取り決め事項であり、適正な 記載につい

ての 整備が必要と考えます。 

令和４年 3 月 31 日ご指摘の箇所は訂正済

みです。 

 

 

【健康診断 情報 に関するルール】 

健康情報等取扱規程が確認できませんでし

た。健康情報は要配慮個人情報として、 労

働安全衛生法 に基づき実施する健康診断

の結果 等以外に、労働者から任意に提供さ

れた病歴 等 があり、健康情報等取扱規程 

等の 制定 が求められています。 

令和４年４月末日に制定しました。 

 

７ 労働環境モニタリング結果に基づく総合評価 

モニタリングで確認した範囲において、指定管理者で勤務する従業員について、労働者の

人たるに値する生活 に重大な危険はなかった。また、従業員も労働条件、職場環境に対す

る重大な不安や不満は無く、良い労使関係・労働環境が築かれている。ただし、労務管理の 

一部に不備があったため、改善を指示し、確認を行った。 

以 上 


